
チェックリスト（福岡県福祉のまちづくり条例施行規則第６条第２項第１号関係）

作成者氏名 TEL

／階数：　　　　　　　　　　　　／延べ面積：

記入方法

◆

◆

◆

適否の判定を次の記号により記入する。 ●整◎望

※ 「○」印：基準に適合する、該当する　等 記入例：

「×」印：基準に適合しない

「／」印：当該事項が関係しない

留意事項：○は両方に関するもの、●は整備基準、◎は望ましい基準

●

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員 ８０cm以上。
９０cm以上。
（最低１カ所を１２０cm以上。）

②戸の構造
自動開閉又は、車いす使用者が円滑
に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

１２０cm以上の建物出入口のうち最低１
カ所は自動開閉とし、その他は同左。

③段差
車いす使用者の通過に支障となる段差
の解消。

同左。

●

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員 ８０cm以上。 ９０cm以上。

②戸の構造
自動開閉又は、車いす使用者が円滑
に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

同左。

③段差
車いす使用者の通過に支障となる段差
の解消。

同左。

○

●

●

◎

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員 ８０cm以上。
９０cm以上。（共同住宅等は８０cm以
上。）

②戸の構造

自動開閉又は、車いす使用者が円滑
に開閉して通過できる構造。
前後に高低差がないこと。

自動開閉又は車いす使用者が円滑に
開閉して通過できる構造で、開閉時に
廊下等に突出しない構造。
前後に高低差がないこと。

③段差
車いす使用者の通過に支障となる段差
の解消。

同左。

整備内容

整備内容

※主として高齢者又は障害者等が利用する施設にあっては、「専らその施設を利用する高
齢者、障害者等」も「不特定かつ多数の者」に含まれる。以下同じ。

不特定かつ多数の者が利用する各室の出入口に適用される。

共同住宅等は、住戸の出入口のうち最低１カ所に適用される。

最低１カ所は整備基準を満たすこと。（用途面積2,000㎡未満の建築物の避難階以外の階
には適用されない。）

望ましい基準を満たす出入口に近接する同一の部屋の出入口には適用されない。

2.車いす使用者用駐車施設のある駐車場へ通ずる出入口

整備内容

設計内容を示す欄「整備概要」及び判定の欄「●整」「◎望」を各項目ごとに記入する｡

「整備概要」の欄は例示に従い簡潔に設計内容を記入し必要な場合は図面等を添付する｡

「●整」「◎望」の欄は、「●整備基準」「◎望ましい基準」それぞれの基準に対する

1.直接地上へ通ずる出入口

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

（最小幅員）　80cm

（最大幅員）120cm

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

施 設 の 名 称

ま  ち  づ  く  り  施  設  整  備  項  目  表  （ 建 築 物 ）

○

１
出
入
口

施 設 の 概 要

整備概要

○

平成　年　月　日作成

届 出 者 氏 名

3.各室出入口

共同住宅等は、住戸の出入口のすべてについて適用される。

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

整備概要

施 設 の 所 在

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

１
建
築
物

整備概要

最低１カ所は整備基準を満たすこと。

望ましい基準を満たす出入口に近接する出入口には適用されない。

最低１カ所は整備基準を満たすこと。

望ましい基準を満たす出入口に近接する出入口には適用されない。
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○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
床面の仕
上げ

粗面又は滑りにくい材料。 同左。

②段差 階段の整備基準に準拠。 階段の望ましい基準に準拠。

○

○

●

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員 １２０cm以上。

１８０cm以上。ただし、末端付近（共同
住宅等を除く）及び５０ｍ以内ごとに車
いすどうしがすれ違える構造の部分を
設ける場合は１４０cm以上で可。

②
車いすの
転回ス
ペース

末端付近（共同住宅等を除く）を車い
すの転回に支障のない構造とし、かつ
５０ｍ以内ごとに車いすの転回が可能
な構造の部分を設置。

③
高低差の
ある場合

整備基準を満たす傾斜路及び踊場又
は特殊仕様昇降機を設置。

望ましい基準を満たす傾斜路及び踊
場又は特殊仕様昇降機を設置。

④水平部分
整備基準を満たす出入口付近及び昇
降機等の出入口付近の水平化。

望ましい基準を満たす出入口付近及
び昇降機等の出入口付近の水平化。

⑤
壁面の配
慮

壁面の突出物の解消。やむを得ない場
合は視覚障害者の通行に支障のない
措置。

⑥休憩設備
建築物利用者が休憩するための設備
を適切な位置に設置。

○

○

○

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
視覚障害
者の誘導

最低１経路に、視覚障害者のための誘
導用床材の敷設又は音声装置など誘
導用装置の設置。

視覚障害者のための誘導用床材の敷
設又は音声装置など誘導用装置の設
置。（近接した建物出入口がある場合
はそのうち最低１カ所が対象。）

1.廊下等（全般）２
廊
下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

用途面積2,000㎡未満の建築物の避難階以外の階には適用されない。

直接地上へ通ずる出入口から受付等までの廊下等に適用される。

３.建物出入口と受付等とを結ぶ廊下等

整備内容 整備概要

整備内容の確認及び総合判定

共同住宅等については共用廊下に適用され、事務所及び工場については主要な廊下に適
用される。

建築物の出入口の基準を満たす当該出入口間の経路となる廊下等、及び床面積が200㎡
を超える不特定多数の者が利用する室内の主要な通路に適用される。

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備内容

2.建物出入口と室出入口とを結ぶ廊下、大規模居室内の主要な通路等

共同住宅等については共用廊下に適用され、事務所及び工場については主要な廊下に適
用される。

整備基準を満たす昇降機が設置される場合、当該昇降機の出入口付近は廊下等に含まれ
る。

最低１経路は整備基準を満たすこと。（用途面積2,000㎡未満の建築物の避難階以外の階
には適用されない。）

整備内容

建物出入口において常勤し視覚障害者を誘導できる者がいる場合など、視覚障害者の誘
導上支障のない場合は適用されない。

学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場若しくは自動車車庫等視覚
障害者が単独で利用することが想定されない施設については適用されない。
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○

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員
１２０cm以上。（段併設の場合は９０cm
以上。）

１５０cm以上。（段併設の場合は１２０cm
以上。）

②勾配
１/１２以下。（傾斜路の高さが１６cm以
下の場合は１/８以下。）

１/１２以下。

③
傾斜路の高さが７５cmを超える場合は、
高低差７５cm以内ごとに踏幅１５０cm以
上の踊場を設置。

同左。

④
傾斜路が同一平面で交差又は接続す
る場合は、当該交差又は接続部分に
踏幅１５０cm以上の踊場を設置。

⑤手すり 傾斜路には手すりを設置。 傾斜路には両側に手すりを設置。

⑥
表面の仕
上げ

粗面又は滑りにくい材料。 同左。

⑦識別性
傾斜路は、踊場及び接する廊下等の
色と大きな明度差をつける等で識別し
やすいもの。

同左。

⑧
注意喚起
用床材

上端付近の廊下等及び踊場に視覚障
害者のための注意喚起用床材を敷
設。（※１）（※２）

同左。

○

○

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員

１２０cm以上。（用途面積300㎡未満の
建築物及び一般公共用の自動車車庫
を除く。）
手すりの幅を１０cmまで有効幅員に含
めることができる。

１５０cm以上。（共同住宅等は１４０㎝以
上。）
手すりの幅を１０cmまで有効幅員に含
めることができる。

②段の構造 けあげ１６cm以下、踏面を３０cm以上。

③手すり 手すりを設置。 両側に手すりを設置。

④
回 り 段 の
回避

主要な階段は回り段以外の構造。（困
難な場合を除く。）

主要な階段は回り段以外の構造。

⑤
表面の仕
上げ

粗面又は滑りにくい材料。 同左。

⑥識別性

踏面端部とその周囲の部分と大きな明
度差をつける等、段を容易に識別で
き、かつ段鼻の突き出しがないこと等に
よるつまずきにくい構造。

同左。

⑦
注意喚起
用床材

上端付近の廊下等及び踊場に視覚障
害者のための注意喚起用床材を敷
設。（※１）（※２）

同左。

３
階
段

整備内容の確認及び総合判定

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場は除く。

共同住宅等については、不特定かつ多数の者が利用する階のすべてに停止する昇降機が
設置される場合には適用されない。

※注

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備内容

（※２）傾斜路上端付近の廊下等を、主に自動車の駐車の用に供する場合又は傾斜路と連続して手すりを設ける
場合は適用されない。

整備概要

1.避難階以外の階に通ずる階段

（※２）階段上端付近の踊場を、主に自動車の駐車の用に供する場合、又は階段と連続して手すりを設ける場合
は適用されない。

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場は除く。

共同住宅等については共用階段に適用され、学校、事務所及び工場については主要な階
段に適用される。

※注

整備内容

４.傾斜路及び踊場

共同住宅等については共用廊下に適用され、事務所及び工場については主要な廊下に適
用される。

不特定かつ多数の者が利用し、かつ直接地上へ通ずる出入口がない階に通ずる階段（踊
場を含む。）に適用される。

踊場

用途面積2,000㎡未満の建築物の避難階以外の階には適用されない。
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○

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①

避難階以外の階を有する建築物のうち
用途面積2,000㎡以上（※１）のものに
はかごが当該階に停止するエレベー
ターを設置｡（※２）

避難階以外の階を有する建築物には、
かごが当該階に停止するエレベーター
を設置。

②
最低１機は望ましい基準を満たす構造
で、かつ主要な廊下等に近接して設
置。

③
望ましい基準適合等以外は整備基準
に準拠した構造とする。

○

○
●

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
かごの奥
行き

内法１３５cm以上。 同左。

②
かごの平
面形状

かごの幅は内法で１４０㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。（学
校（特別支援学校を除く。）、共同住宅
等、事務所及び工場においてかご正
面壁に鏡を設置する場合を除く。）

かごの幅は内法で１６０㎝以上。
車いすの転回に支障のない形状。（共
同住宅等においてトランク付きのかごを
設置する場合は１４０㎝以上。）

③
かご内の
表示装置

かご内に、かごの停止予定階及び現在
位置を表示する装置を設置。 同左。

④
乗降ロビー
の表示装
置

乗降ロビーに、到着するかごの昇降方
向を表示する装置を設置。 同左。

⑤
かご内の
音声装置

かご内に、かごの到着階及び戸の閉鎖
を音声により知らせる装置を設置。（※
１）

同左。

⑥

かご及び
昇降路の
出入口の
有効幅員

それぞれ８０cm以上。
それぞれ９０cm以上。（共同住宅等を
除く。）

⑦
車いす使用者が利用しやすい位置に
設置。 同左。

⑧
上記以外は視覚障害者が円滑に操作
できる構造。（※１） 同左。

⑨
乗降ロビー
の構造

高低差のないものとし、幅及び奥行き
はそれぞれ内法１５０cm以上。

高低差のないものとし、幅及び奥行き
はそれぞれ内法１８０cm以上。

⑩
乗降ロビー
の音声装
置

かごの昇降方向を知らせる音声装置を
設置。（※１）（※２） 同左。

⑪標示
乗降ロビー又はその付近に高齢者、障
害者等が利用しやすいエレベーターの
設置を示す標示

同左。

４
昇
降
機

（※２）当該階において提供されるサービス又は販売される物品を、高齢者、障害者等が容易に享受又は購入で
きる措置を講じる場合は設置義務は適用されない。

避難階以外の階を有する建築物に適用される。

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場については、かつ階数が５以上。

※注

整備内容の確認及び総合判定

避難階以外の階を有する建築物のうち用途面積2,000㎡以上のものに適用される。（設置義
務等は前項参照）

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

設置義務

整備内容

かご内及
び乗降 ロ
ビ ー の制
御装置

※注

2.エレベーター（構造）

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場若しくは自動車車庫等視覚障害者が単独
で利用することが想定されない施設は除く。

（※２）かご内にかごの到着開戸時に同様に機能する装置がある場合を除く。

車いす使用者用駐車施設のない駐車場のみの階には適用されない。

設置義務がある場合、最低１機は基準を満たすこと。

整備概要

不特定かつ多数の者が利用し、避難階以外の階を有する建築物に適用される。

1.エレベーター（設置義務）

整備内容

車いす使用者用駐車施設のない駐車場階には適用されない。
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○

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①

建築物ごとに福祉型便房のある便所を
最低１カ所設置。（男女の別がある場合
はそれぞれ最低１カ所）

階ごとに福祉型便房を当該階の便房
総数の２％以上設置。（当該階の便房
総数２００超の場合は１％＋２以上）

②

福祉型便房のない便所並びに腰掛け
便座及び手すりの設けられた便房のな
い便所は、福祉型便房のある便所に近
接して設置。

③
内部障害
者等への
配慮

用途面積2,000㎡以上（公衆便所は50
㎡以上）の建築物の１以上の福祉型便
房には人工肛門又は人工ぼうこうを使
用している者のための水洗器具を設置
し、出入口又はその付近にその旨を標
示。（※１）

用途面積2,000㎡以上（公衆便所は50
㎡以上）の建築物には、次に掲げる人
工肛門又は人工ぼうこうの使用者用設
備及び介護ベッド（長さ１．２m以上で大
人のおむつ交換ができるもの）を設け
た福祉型便房を最低１ヶ所（男女の区
分がある場合はそれぞれ１以上）設置
し、出入口又はその付近にその旨を標
示。（※１）
（１）フラッシュバルブ式汚物流し
（２）給湯設備
（３）荷物置きの棚その他の設備
（４）水石けん入れ
（５）紙巻器
（６）汚物入れ
（７）２以上の衣服を掛けるための金具
等

④
出入口の
有効幅員

福祉型便房の出入口及び当該便所の
出入口は８０cm以上。

同左。

⑤戸の構造

福祉型便房の出入口及び当該便所の
出入口は車いす使用者が円滑に開閉
して通過できる構造、かつその前後に
高低差なし。

同左。

⑥標示
出入口又はその付近に福祉型便房で
ある旨を標示。

同左。

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務
建築物ごとに最低１カ所は床置式小便
器その他これに類する小便器のある便
所を設置。

階ごとに最低１カ所は床置式小便器そ
の他これに類する小便器のある便所を
設置。

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
ベビーチェア等乳幼児を座らせる設備
を設けた便房を最低１カ所以上。

同左。

②

ベビーベッド等乳幼児のおむつ替えが
できる設備を最低１以上。（ただし、当
該施設内に他におむつ替えができる場
所を設ける場合は適用しない。）

同左。

③標示
ベビーチェア、ベビーベッド等設備を
設けた便房及び便所出入口又はその
付近にその旨を標示。

同左。

５
便
所

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場を除く。※注

3.乳幼児用設備

設置義務

※注
（※１）別表第１欄第２，４，１４号の施設（官公庁施設及び郵便局、公共輸送車両等施設、物品販売業店舗）並
びに病院、銀行のうち用途面積が2,000㎡以上の建築物に適用される。

整備内容の確認及び総合判定

整備内容

整備内容

不特定かつ多数の者が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合に適用される。

2.男子用小便器

整備概要

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合に適用する。（※１）

設置義務

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

整備概要

整備概要

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合に適用する。

車いす使用者用駐車施設のない駐車場階には適用しない。

1.福祉型便房

整備内容
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○

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務
車いす使用者用駐車施設を最低１カ
所設置。

車いす使用者用駐車施設を駐車台数
の総数の２％以上（当該駐車台数の総
数２００超の場合は１％＋２以上）設置。

②設置位置
車いす使用者用駐車施設は、建物出
入口等への経路の距離ができるだけ短
くなる位置に設置。

同左。

③幅
車いす使用者用駐車施設の幅は、３５
０cm以上。

同左。

④表示
車いす使用者用駐車施設に車いす使
用者用である旨を見やすい方法で表
示。

同左。

⑤

建物出入
口等への
通路の構
造

車いす使用者用駐車施設から建物出
入口等への経路となる通路の構造は、
建築物の敷地内通路の整備基準に準
拠。

車いす使用者用駐車施設から建物出
入口等への経路となる通路の構造は、
建築物の敷地内通路の望ましい基準
に準拠。

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
表面の仕
上

粗面又は滑りにくい材料。 同左。

②段の構造
建築物の階段の、手すり・回り段・表
面・識別性に関する整備基準を満たす
構造。

建築物の階段の、有効幅員・段・手す
り・回り段・表面・識別性に関する望まし
い基準を満たす構造。

○

○

○

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①幅員 １２０cm以上。 １８０cm以上。

②
車いすの
転 回 ス
ペース

５０m以内ごとに車いすの転回に支障の
ない場所を設置。

③
高低差が
ある場合

敷地内通路に設ける場合の整備基準
を満たす傾斜路及び踊場又はエレ
ベーター若しくは特殊仕様昇降機を設
置。

敷地内通路に設ける場合の望ましい基
準を満たす傾斜路及び踊場又はエレ
ベーター若しくは特殊仕様昇降機を設
置。

④
排水溝の
蓋

上記整備基準を満たす通路のうち主要
な通路に設ける排水溝の蓋は、車いす
の車輪や杖の先等が引っ掛からない形
状。

上記望ましい基準を満たす通路のうち
主要な通路に設ける排水溝の蓋は、車
いすの車輪や杖の先等が引っ掛からな
い形状。

○

○

●

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
視覚障害
者の誘導

視覚障害者のための誘導用床材の敷
設又は音声装置など誘導用装置の設
置。

同左。

②
注意喚起
用床材

車路に接する部分、車路を横断する部
分並びに傾斜路および段の上端付近
の敷地内通路及び踊場に、注意喚起
用床材を敷設。

同左。

建物出入口から道等に至る敷地内通路、公共用歩廊の主要な通路に適用される。

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定６
駐
車
場

７
敷
地
内
通
路
等

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

「建物出入口等」とはそれぞれの基準を満たすものに限られ、「経路となる通路」とは表面・
段・幅員・高低差に関するそれぞれの基準を満たす敷地内通路及び駐車場内の通路を含
むものに限られる。

学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場若しくは自動車車庫等等視
覚障害者が単独で利用することが想定されない施設については適用されない。

最低１経路は整備基準を満たすこと。

整備内容

整備内容

1.敷地内通路等（全般）

すべての敷地内通路及び公共用歩廊の通路が満たすべき共通性能としての規定。

建物出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設とを結ぶ敷地内通路及び公共用歩廊
の主要な通路に適用される。

不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合適用される。

「建物出入口」、「車いす使用者用駐車施設」とはそれぞれの基準を満たすものを指し、「道
等」とは道若しくは公園、広場その他の空地を指す。

整備概要

建物出入口と道等を結ぶ通路については、地形条件等により当該構造とすることが著しく困
難で、かつ建物出入口まで直接車で寄り付ける場合は適用されない。

整備内容

それぞれ最低１経路は整備基準を満たすこと。

2.建物出入口と道等又は車いす使用者用駐車施設とを結ぶ経路となる通路等

整備概要

整備概要

3.建物出入口と道等とを結ぶ経路となる通路等（全般）

整備内容

1.車いす使用者用駐車施設及び建物出入口等への経路となる通路
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③
排水溝の
蓋

上記整備基準を満たす通路のうち主要
な通路に設ける排水溝の蓋は、車いす
の車輪や杖の先等が引っ掛からない形
状。

上記望ましい基準を満たす通路のうち
主要な通路に設ける排水溝の蓋を、車
いすの車輪や杖の先等が引っ掛からな
い形状。

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①有効幅員
120cm以上。
（段併設の場合は90cm以上。）

150cm以上。
（段併設の場合は120cm以上。）

②勾配
１/１２以下。（傾斜路の高さが16cm以
下の場合は１/８以下。） １/１５以下。

③
傾斜路の高さが75cmを超える場合は
高低差75cm以内ごとに踏幅150cm以
上の踊場を設置。

同左。

④
傾斜路が同一平面で交差又は接続す
る場合は当該交差又は接続部分に踏
幅150cm以上の踊場を設置。

⑤手すり 傾斜路には手すりを設置。 傾斜路には両側に手すりを設置。

⑥
表面の仕
上げ

粗面又は滑りにくい材料。 同左。

⑦識別性
傾斜路は踊場及び接する敷地内通路
の色と大きな明度差をつける。 同左。

●

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務
用途面積2,000㎡以上かつ客室総数50
室以上の宿泊施設には、車いす使用
者用客室を1以上設置すること。

宿泊施設には、客室総数の２％以上
（客室総数が200を超える場合は１％+２
以上）の車いす使用者客室を設置する
こと。

②
出入口の
有効幅員

８０cm以上。
同左。

③
出入口の
戸の構造

車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造で、その前後に高低差な
し。

同左。

④
空間の確
保

車いす使用者が円滑に利用できる空
間の確保。

同左。

⑤
便所の出
入口の有
効幅員

８０cm以上。（※１）

同左。

⑥
便所の出
入口の戸
の構造

車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造、かつその前後に高低差な
し。（※１）

同左。

⑦
浴室内の
配置

浴槽、シャワー、手すり等の適切な配
置。（※２）

同左。

⑧
浴室内空
間の確保

車いす使用者が円滑に利用できるよう
十分な空間を確保。（※２）

同左。

⑨
浴室出入
口の有効
幅員

８０cm以上。（※２）
同左。

⑩
浴室の出
入口の戸
の構造

車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造で、かつその前後に高低差
なし。（※２）

同左。

⑪
浴室内床
面の仕上
げ

濡れても滑りにくい材料。（※２）

同左。

整備内容の確認及び総合判定

1.車いす使用者用客室

整備内容 整備概要

整備内容の確認及び総合判定

別表第１欄中第１１号（宿泊施設）の施設には、客室総数の２％以上（客室の総数が２００超
の場合は１％＋２以上）設置。

（※１）客室内に便所を設けない場合、当該客室は不特定かつ多数の者が利用する福祉型便房のある便所に近
接した位置に設置すること。
（※２）当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が設けられている場合は適
用しない。

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

4.敷地内通路等に設ける傾斜路及び踊場

整備概要

※注

踊場

別表第１欄中第１１号（宿泊施設）の施設で用途面積が2,000㎡以上、かつ客室の総数が５０
以上の施設には、１以上設置。

８
車
い
す
使
用
者
用
客
室

傾斜路の勾配が１／２０以下のものを除く。

整備内容

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝
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◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①配置
浴槽、シャワー、手すり等を適切に配
置。

②
空間の確
保

車いす使用者が円滑に利用できるよう
十分な空間を確保。

③
出入口の
有効幅員

８０cm以上。

④戸の構造
車いす使用者が円滑に開閉して通過
できる構造で、かつその前後に高低差
なし。

⑤
床面の仕
上げ

濡れても滑りにくい材料。

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務

車いす使用者が容易に到達できかつ
観覧しやすい位置に最低１カ所設置。

車いす使用者が容易に到達できかつ
観覧しやすい位置に２カ所（観覧席総
数が４００超の場合は２カ所＋超過２００
席までごとに１カ所加算（上限２０））以
上設置。

②
客 席 ス
ペース

１席あたり、幅８５cm以上、奥行き１１０
cm以上。

１席あたり、幅９０cm以上、奥行き１２０
cm以上。

③
床面の仕
上げ

水平とし表面は粗面又は滑りにくい材
料。

同左。

④
転落防止
措置

転落防止ストッパー等を設置。
同左。

⑤有効幅員
出入口との経路となる通路の幅員は１２
０cm以上。

同左。

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務
授乳及びおむつ替えのできる場所を設
置。

②配置 ベビーベッド、いす等を適切に配置。

③標示 出入口付近にその旨の標示。

10

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①形状
太さは外径３～４cm程度とし、両端は下
方又は壁方向に曲げる。

同左。

②誘導設備
両端・わん曲部等に、現在位置・方向・
行き先等を点字表示。（※１）

③水平部分
傾斜路及び階段の手すりの両端は４５
cm以上の水平部分を設置。（構造上や
むを得ない場合を除く。）

○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
操作部分
の高さ

最低１機はダイヤル及びプッシュボタン
が高さ９０～１００cmとなるよう設置。

同左。

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①設置義務 最低１機は公衆ファックスを設置。

不特定かつ多数の者が利用する浴室又はシャワー室を設ける場合には、１以上設置。（男
子、女子用の区分がある場合はそれぞれ１以上）。

用途面積2,000㎡以上の官公庁施設及び郵便局、公共輸送車両等の用に供する施設、宿
泊施設、物品販売業を営む店舗並びに病院について適用される。

整備内容

※注

２機以上の公衆電話を設ける場合に適用される。

3.公衆ファックス

整備内容

2.公衆電話

（
設
置
時
の
基
準

）

整備内容の確認及び総合判定

整備概要

整備概要

整備概要

整備概要

内のり幅：       ㎝    有
効 幅：　　   ㎝

整備内容の確認及び総合判定

（※１）学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場若しくは自動車車庫等視覚障害者が単独
で利用することが想定されない施設を除く。

手すりを設ける場合に適用される。

整備概要

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

1.浴室等

1.手すり

整備内容の確認及び総合判定

整備内容

整備内容

2.観覧席及び客席

娯楽施設、集会施設、スポーツ施設に、観覧席等を設ける場合には、車いす使用者用観覧
スペースを設置する。構造は下記基準による。

用途面積2,000㎡以上の官公庁施設及び郵便局、公共輸送車両等の用に供する施設、物
品販売業を営む店舗並びに病院及び銀行について適用される。

9

（
条
例
附
置
施
設

）

3.授乳及びおむつ替えの場所

整備内容

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

整備内容
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○

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①識別性
原則として黄色。これによりがたい場合
は周囲の床材と明度差又は輝度差の
大きい色。

同左。

②標準形状
大きさは３０cm角とし、形状はＪＩＳ Ｔ９２
５１に適合するものを標準。

同左。

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①高さ 高さ７０cm程度。

②下部空間
車いす使用者に配慮し、下部に高さ６
０～６５cm、奥行き４５cm程度の空間を
確保。

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①高さ等
飲み口の高さは70～80cmとし、車いす
の肘掛が入る空間を確保。

②給水栓
自動感知式、ボタン式又はレバー式。

③
近 づ き や
すい空間

車いす使用者が容易に近づけるよう周
りに空間を確保。

◎

●整備基準 ◎望ましい基準 ●整◎望

①
聴覚障害
者への配
慮

誘導灯などの設置場所のうち聴覚障害
者又は視覚障害者の避難に必要と認
められる場所に光等による非常警報装
置及び点滅誘導音声装置付誘導灯を
設置。

留意事項：○は両方に関するもの、●は整備基準、◎は望ましい基準

整備内容

4.視覚障害者用床材

視覚障害者用床材を設置する場合に適用される。

整備概要

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備概要

整備内容の確認及び総合判定

整備内容の確認及び総合判定

整備概要

カウンター・電話台・テーブルを設ける場合の、それぞれ最低１カ所に適用される。

5.カウンター等

整備内容の確認及び総合判定

整備内容

学校（特別支援学校を除く。）、共同住宅等、事務所及び工場を除き、誘導灯、自動火災報
知設備等を設ける場合に適用される。

7.点滅型誘導灯等

整備内容

整備内容

6.水飲み器

水飲み器を設ける場合の最低１カ所に適用される。
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